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高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修の実施に際する 

留意点について（お願い） 

 

 

平素より本会会務にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

高度管理医療機器等の販売業等に係る継続研修の実施につきましては、貴会

の多大なお力添えをいただき、昨年度は 20,630名が当該研修を修了しています。 

令和８年度実施要領については、本日付け日薬情発第 58号にてお知らせした

ところですが、今般、継続研修実施に際してご留意いただきたい点を整理いた

しました。 

 業務ご多忙の折お手数をお掛けいたしますが、ご確認の上ご対応くださいま

すよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

  



 

高度管理医療機器等の販売業等に係る継続研修の実施に際する留意点 

 

令和８年６月 

日本薬剤師会 事務局 

 

本会は、本研修の実施機関として厚生労働大臣に届出を行っております。 

そのため、ルールの逸脱や、都道府県薬剤師会により運用が異なることは認め

られません。以下を厳守いただきたく、ご確認をお願い申し上げます。 

 

テキスト・修了証申込について 

本研修の開催にあたり、公益財団法人 医療機器センターが発行するテキスト

をご利用いただきますが、近年、申込締め切りに間に合わないケースが散見さ

れます（例：14営業日前ではなく 14日前に申し込む等）。 

昨年度より、申込様式を変更し、申込日およびそれに基づく到着日を自動で記

載することとしております。 

到着日を遅らせる場合のみ対応可能ですが、早める対応は致しかねますので、

申込に際しては十分にご留意ください。 

なお、17 時以降のご注文については翌営業日に拝受したものとして取り扱うこ

とがございます。特に金曜日午後のお申し込みにはご注意ください。 

 

例：テキスト一括配送を申し込む場合（締切：14営業日前） 

申込日（16時まで） 到着日 対応可否 

2026/6/30 

2026/7/21 可 

2026/7/21以降を希望 可 

2026/7/21より前の到着を希望 不可 

 

○日付計算に係る考え方について 

申込日を含まない 10・14・16営業日後に到着するよう手配いたします。 

土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に定める祝日は営業日に含みません。

また、以下については休業といたします。 

・夏季休業（８月８日～16日） 

・年末年始休業（12月 25日～１月４日）※年内最終申込は 12月 24日 

 

これらを踏まえ、必要日数を確保の上、受講者申込締切日やテキスト配布スケ

ジュールをご検討くださいますようお願い申し上げます。 

特に個別配送の場合、不達・再送等が発生しても余裕を持って受講者に届くよ

う十分な日数を確保いただく、または予備分を貴会にて予め確保いただきたく

などのご対応につきご検討ください。 

到着予定日の仮計算に際しては、別添８の２枚目シート（休日リスト）をご参



 

照ください。 

 

○テキストの確実な確保について 

これまで、各県で設定した締め切りを超過して受講者を受け付けたこと等によ

り、テキストが手元に無い状態や、過去のテキストにより受講させたケースが

確認されております。この場合、本会実施要領を満たしておらず、修了者とし

て見なすことはできません。 

全ての受講者に予め本年度テキストを配布し、受講環境を整えていただきたく、

①設定した締め切り後の申込は受け付けない、②以下の厚生労働省ページを基

に、他の研修実施団体を案内する-等の対応を徹底していただけますようお願

いいたします。 

・医療機器販売業者等営業所管理者並びに医療機器修理責任技術者の継続的研     

 修 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108366_00002.ht

ml 

（２ 継続的研修機関一覧を参照） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108366_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108366_00002.html

